
2024年度臨時
マンツーマンディレクター会議

JBA マンツーマン推進プロジェクト

2025/3/19



2

修正内容

【修正の趣旨①】
整合性が取れていなかった箇所、意味合いが変更された部分に対応されていなかった箇所を修正。

【内容】
① ⾚⾊旗対応処置後の試合再開⽅法について、整合性をとれていなかったところを整理。
→ 9-1 罰則
→ 12-3-3 第４クォーターおよびオーバータイムの処置

② 再開⽅法について、⾚⾊旗が挙げられた場合を統⼀。
→ 11-1-4, 11-2-3, 11-3-3

③ ⾚⾊旗の処置について、1回⽬と2回⽬以降の記載を区別。
→ 11-2,11-3

④ これまで⻩⾊旗は「注意」、⾚⾊旗は「警告」としていたが、現在は⻩⾊旗は「警告」の意味
に変更しているので修正。
→ 修正箇所多数
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修正内容 1-① ⾚⾊旗対応処置後の試合再開⽅法について

【内容】
→ 9-1 罰則

→ 12-3-3 第４クォーターおよびオーバータイムの処置

6 

第 8 条 予測に基づくプレー 
8-1 ルール 
8-1-1 マンツーマンディフェンスを⾏なっている前提において、予測に基づくプレーとコミッショナーが判断した 

場合、基準規則違反とは⾒なさない。 

8-2 判定基準 
8-2-1 予測に基づくとは、予測の根拠となる動きがあることを⽰す。 
8-2-2 マークマンを意識せずにエリアを守ることはマンツーマンの趣旨に反するため違反⾏為とみなす。 
 
 
第 2 節 処置と罰則 
第９条 マンツーマンペナルティの罰則 
9-1 罰則 
9-1-1  1 回⽬の⾚⾊旗は警告でありマンツーマンペナルティは記録されないが、罰則として相⼿チームにボ

ール保持が与えられる。 
9-1-2 2 回⽬以降の⾚⾊旗は、当該チームのコーチにマンツーマンペナルティが記録される。罰則として相

⼿チームに 1 本のフリースローが与えられた後、相⼿チームにボール保持が与えられる。 
9-1-3  ただし、アンスポーツマンライクファウル・ディスクォリファイファウルなど、フリースローの後にディフェンス側

のボール保持から再開するケースはファウルの処置を優先する。 
9-1-4 コーチに 2 回(U12 では 3回)のマンツーマンペナルティが記録された場合、当該コーチは失格退場

となる。 
 
第 10 条 基準規則の違反が認められたとき 
10-1 対応 
10-1-1 マンツーマンコミッショナーは「⻩⾊(警告)」の旗を上げて当該チームに注意を促す。 
10-1-2 違反事象が改善されたら、マンツーマンコミッショナーは「⻩⾊(警告)」の旗を下ろす。 
 
第 11 条 ⾚⾊旗が上げられた際の処置 
11-1 対応 
11-1-1  ⾚⾊旗が上げられた後、最初にゲームクロックが⽌まったとき、（スローインするプレーヤーがボー

ルを持っている状態も含む）、または、ボールのコントロールが変わったときに、マンツーマンコミッシ
ョナーはブザーを鳴らしてクルーチーフを呼ぶ。 

 【補⾜】 マンツーマンコミッショナーは、何らかの理由でゲームを⽌めることができなかった場合に備
え、ボールのコントロールが変わったときのゲームクロックの時間を記憶または記録しておく。 

11-1-2  マンツーマンコミッショナーはクルーチーフに対してマンツーマンディフェンスの基準規則違反による
警告の対象となることを伝え、両チームのコーチをスコアラーズテーブル前に集めてもらう。 

11-1-3   マンツーマンコミッショナーは、両チームのコーチに違反内容を簡潔に説明する。 
11-1-4  説明の後、処置を⾏い、ボールの保持が変わらなかった場合（アウトオブバウンズ、ディフェンス

側のファウル、ディフェンス側のキックボール）はゲームが⽌められた時にボールがあった場所から
最も近いアウトオブバウンズでスローインが与えられる。それ以外は相⼿チームのフロントコートの
スローインライン(U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上)からのス
ローインでゲームを再開する。 

 【補⾜】他の処置や罰則とマンツーマンペナルティが重複した場合は 14 条に記載。 ��
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11-4-4  説明の後、ボールの保持が変わらなかった場合（アウトオブバウンズ、ディフェンス側のファウル、
ディフェンス側のキックボール）はゲームが⽌められた時にボールがあった場所から最も近いアウト
オブバウンズでスローインが与えられる。それ以外は相⼿チームのフロントコートのスローインライン
(U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上)からのスローインでゲーム
を再開する。 

11-4-5  ゲームクロックがフリースローを伴うファウルで⽌まった場合、当該ファウルの罰則のフリースローを⾏
った後、相⼿チームのフロントコートのスローインライン（U12 ではスコアラーズテーブルの反対側
のセンターラインの延⻑線上）からのスローインにより、速やかにゲームを再開させる。 

 
第 12 条 各クォーターの終了間際の処置について 
12-1 ルール 
12-1-1  各クォーターおよびオーバータイムの終了間際に違反⾏為が⽣じ、コミッショナーの旗(⾚⾊)が上

がり、そのままゲームクロックが⽌まらずに各クォーターが終了した場合、その警告および罰則はす
べて有効とする。 

12-2 第 1、第 2、第 3 クォーターの処置 
12-2-1  1 回⽬の⾚⾊旗の場合は、警告の処置を⾏った後、インターバルの計時を始める。 
12-2-2   次のクォーターは、マンツーマンペナルティの罰則として、U15 ではフロントコートのスローインライ

ン、U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上からのスローインで開始
するので、アローの向きは変えない。 

12-2-3  2 回⽬以降の⾚⾊旗の場合は、マンツーマンペナルティの処置を⾏った後、インターバルの計時
を始める。 

12-2-4   次のクォーターは、マンツーマンペナルティの罰則として、U15 ではフロントコートのスローインライ
ン、U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上からのスローインで開始
するので、アローの向きは変えない。 

12-3 第 4 クォーターおよびオーバータイムの処置 
12-3-1  マンツーマンペナルティの処置を⾏った後、状況に応じて対応する。トーナメント戦でフリースロー

を⾏っても勝敗に影響がない場合は、マンツーマンペナルティは記録するが、罰則を適⽤しないこ
ととする。 
※勝敗に影響がない場合 
① 第 4 クォーターまたは各オーバータイムの終了時において、得点の多いチームにフリースローが
与えられる場合 

② 第 4 クォーターまたは各オーバータイムの終了時において、得点の少ないチームにフリースロー
が与えられるが、得点差が 2 点以上離れている場合 

12-3-2  処置の結果、勝敗が明らかになった場合は、そのまま速やかにゲームを終了する。 
12-3-3  処置の結果、オーバータイムを⾏う場合は、処置を⾏った後、インターバルの計時を始め、次の

クォーターは、マンツーマンペナルティの罰則として、U15 ではフロントコートのスローインライン、
U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上からのスローインで開始する
ので、アローの向きは変えない。 

 
第 13 条 1 回⽬の⾚⾊旗でマンツーマンペナルティとなる場合 
13-1 ルール 
13-1-1  第 4 クォーターおよびオーバータイムにおいて、ゲームクロックが残り 2:00 以下で⽌まった際の警

告については、1 回⽬でもマンツーマンペナルティ（スコアシートへの記載＋フリースロー＋スロー

修正前 修正後
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修正内容 1-② 再開⽅法について、⾚⾊旗が挙げられた場合を統⼀

【内容】
→ 11-1-4, 11-2-3, 11-3-3
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第 8 条 予測に基づくプレー 
8-1 ルール 
8-1-1 マンツーマンディフェンスを⾏なっている前提において、予測に基づくプレーとコミッショナーが判断した 

場合、基準規則違反とは⾒なさない。 

8-2 判定基準 
8-2-1 予測に基づくとは、予測の根拠となる動きがあることを⽰す。 
8-2-2 マークマンを意識せずにエリアを守ることはマンツーマンの趣旨に反するため違反⾏為とみなす。 
 
 
第 2 節 処置と罰則 
第９条 マンツーマンペナルティの罰則 
9-1 罰則 
9-1-1  1 回⽬の⾚⾊旗は警告でありマンツーマンペナルティは記録されないが、罰則として相⼿チームにボ

ール保持が与えられる。 
9-1-2 2 回⽬以降の⾚⾊旗は、当該チームのコーチにマンツーマンペナルティが記録される。罰則として相

⼿チームに 1 本のフリースローが与えられた後、相⼿チームにボール保持が与えられる。 
9-1-3  ただし、アンスポーツマンライクファウル・ディスクォリファイファウルなど、フリースローの後にディフェンス側

のボール保持から再開するケースはファウルの処置を優先する。 
9-1-4 コーチに 2 回(U12 では 3回)のマンツーマンペナルティが記録された場合、当該コーチは失格退場

となる。 
 
第 10 条 基準規則の違反が認められたとき 
10-1 対応 
10-1-1 マンツーマンコミッショナーは「⻩⾊(警告)」の旗を上げて当該チームに注意を促す。 
10-1-2 違反事象が改善されたら、マンツーマンコミッショナーは「⻩⾊(警告)」の旗を下ろす。 
 
第 11 条 ⾚⾊旗が上げられた際の処置 
11-1 対応 
11-1-1  ⾚⾊旗が上げられた後、最初にゲームクロックが⽌まったとき、（スローインするプレーヤーがボー

ルを持っている状態も含む）、または、ボールのコントロールが変わったときに、マンツーマンコミッシ
ョナーはブザーを鳴らしてクルーチーフを呼ぶ。 

 【補⾜】 マンツーマンコミッショナーは、何らかの理由でゲームを⽌めることができなかった場合に備
え、ボールのコントロールが変わったときのゲームクロックの時間を記憶または記録しておく。 

11-1-2  マンツーマンコミッショナーはクルーチーフに対してマンツーマンディフェンスの基準規則違反による
警告の対象となることを伝え、両チームのコーチをスコアラーズテーブル前に集めてもらう。 

11-1-3   マンツーマンコミッショナーは、両チームのコーチに違反内容を簡潔に説明する。 
11-1-4  説明の後、処置を⾏い、ボールの保持が変わらなかった場合（アウトオブバウンズ、ディフェンス

側のファウル、ディフェンス側のキックボール）はゲームが⽌められた時にボールがあった場所から
最も近いアウトオブバウンズでスローインが与えられる。それ以外は相⼿チームのフロントコートの
スローインライン(U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上)からのス
ローインでゲームを再開する。 

 【補⾜】他の処置や罰則とマンツーマンペナルティが重複した場合は 14 条に記載。 

7 

11-2 1 回⽬の⾚⾊旗の場合の処置 
11-2-1  違反内容の説明後、クルーチーフは当該チームのコーチに 1 回⽬の⾚⾊旗であることを明確に

伝える。この間、アンパイアはコート内のプレーヤーを把握し、すぐにゲームが再開できるようにその
場に待機させる。 

11-2-2  当該チームのコーチは、プレーヤーに説明が必要な場合、スコアラーズテーブルの前に 5 ⼈のプレ
ーヤーを集め、簡潔に説明することができる。 

11-2-3  説明の後、ボールの保持が変わらなかった場合（アウトオブバウンズ、ディフェンス側のファウル、
ディフェンス側のキックボール）はゲームが⽌められた時にボールがあった場所から最も近いアウト
オブバウンズでスローインが与えられる。それ以外は相⼿チームのフロントコートのスローインライン
(U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上)からのスローインでゲーム
を再開する。 

 【補⾜】他の処置や罰則とマンツーマンペナルティが重複した場合は 14 条に記載。 
11-2-4  ゲームクロックがフリースローを伴うファウルで⽌まった場合、当該ファウルの罰則のフリースローを⾏

った後、相⼿チームのフロントコートのスローインライン（U12 ではスコアラーズテーブルの反対側
のセンターラインの延⻑線上）からのスローインにより、速やかにゲームを再開させる。 

11-2-5   ただし、アンスポーツライクファウル・ディスクォリファイファウルなど、フリースローの後にディフェンス側の  
ボール保持から再開するケースはファウルの処置を優先する。 

11-3 2 回⽬以降の⾚⾊旗の場合の処置 
11-3-1   違反内容の説明後、クルーチーフは当該チームのコーチにマンツーマンペナルティを宣する。この間、

アンパイアはコート内のプレーヤーを把握し、すぐにゲームが再開できるようにその場に待機させる。 
11-3-2  当該チームのコーチは、プレーヤーに説明が必要な場合、スコアラーズテーブルの前に 5 ⼈のプレ

ーヤーを集め、簡潔に説明することができる。 
11-3-3  説明の後、ボールの保持が変わらなかった場合（アウトオブバウンズ、ディフェンス側のファウル、

ディフェンス側のキックボール）はゲームが⽌められた時にボールがあった場所から最も近いアウト
オブバウンズでスローインが与えられる。それ以外は相⼿チームのフロントコートのスローインライン
(U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上)からのスローインでゲーム
を再開する。 

 【補⾜】他の処置や罰則とマンツーマンペナルティが重複した場合は 14 条に記載。 
11-3-4  ゲームクロックがフリースローを伴うファウルで⽌まった場合、当該ファウルの罰則のフリースローを⾏

った後、相⼿チームのフロントコートのスローインライン（U12 ではスコアラーズテーブルの反対側
のセンターラインの延⻑線上）からのスローインにより、速やかにゲームを再開させる。 

11-3-5  ただし、アンスポーツマンライクファウル・ディスクォリファイファウル・テクニカルファウルの場合はこれら
のファウルの処置を優先する。 

 

11-4 当該コーチに対する 2 回⽬(U12 では 3 回⽬)のマンツーマンペナルティ場合の処置 
11-4-1  違反内容の説明後、クルーチーフは当該チームのコーチにマンツーマンペナルティを宣する。この間、

アンパイアはコート内のプレーヤーを把握し、すぐにゲームが再開できるようにその場に待機させる。 
11-4-2  当該チームのコーチは失格退場となり、速やかにベンチを離れ、控室等のゲームが⾒えない場所

に移動しなければならない。 
11-4-3  当該チームのプレーヤーに説明が必要な場合、当該チームのアシスタントコーチ(U12 の場合、

アシスタントコーチまたは保護者代表者)が、スコアラーズテーブルの前に 5 ⼈のプレーヤーを集め、
簡潔に説明することができる。 

7 

11-2 1 回⽬の⾚⾊旗の場合の処置 
11-2-1  違反内容の説明後、クルーチーフは当該チームのコーチに 1 回⽬の⾚⾊旗であることを明確に

伝える。この間、アンパイアはコート内のプレーヤーを把握し、すぐにゲームが再開できるようにその
場に待機させる。 

11-2-2  当該チームのコーチは、プレーヤーに説明が必要な場合、スコアラーズテーブルの前に 5 ⼈のプレ
ーヤーを集め、簡潔に説明することができる。 

11-2-3  説明の後、ボールの保持が変わらなかった場合（アウトオブバウンズ、ディフェンス側のファウル、
ディフェンス側のキックボール）はゲームが⽌められた時にボールがあった場所から最も近いアウト
オブバウンズでスローインが与えられる。それ以外は相⼿チームのフロントコートのスローインライン
(U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上)からのスローインでゲーム
を再開する。 

 【補⾜】他の処置や罰則とマンツーマンペナルティが重複した場合は 14 条に記載。 
11-2-4  ゲームクロックがフリースローを伴うファウルで⽌まった場合、当該ファウルの罰則のフリースローを⾏

った後、相⼿チームのフロントコートのスローインライン（U12 ではスコアラーズテーブルの反対側
のセンターラインの延⻑線上）からのスローインにより、速やかにゲームを再開させる。 

11-2-5   ただし、アンスポーツライクファウル・ディスクォリファイファウルなど、フリースローの後にディフェンス側の  
ボール保持から再開するケースはファウルの処置を優先する。 

11-3 2 回⽬以降の⾚⾊旗の場合の処置 
11-3-1   違反内容の説明後、クルーチーフは当該チームのコーチにマンツーマンペナルティを宣する。この間、

アンパイアはコート内のプレーヤーを把握し、すぐにゲームが再開できるようにその場に待機させる。 
11-3-2  当該チームのコーチは、プレーヤーに説明が必要な場合、スコアラーズテーブルの前に 5 ⼈のプレ

ーヤーを集め、簡潔に説明することができる。 
11-3-3  説明の後、ボールの保持が変わらなかった場合（アウトオブバウンズ、ディフェンス側のファウル、

ディフェンス側のキックボール）はゲームが⽌められた時にボールがあった場所から最も近いアウト
オブバウンズでスローインが与えられる。それ以外は相⼿チームのフロントコートのスローインライン
(U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上)からのスローインでゲーム
を再開する。 

 【補⾜】他の処置や罰則とマンツーマンペナルティが重複した場合は 14 条に記載。 
11-3-4  ゲームクロックがフリースローを伴うファウルで⽌まった場合、当該ファウルの罰則のフリースローを⾏

った後、相⼿チームのフロントコートのスローインライン（U12 ではスコアラーズテーブルの反対側
のセンターラインの延⻑線上）からのスローインにより、速やかにゲームを再開させる。 

11-3-5  ただし、アンスポーツマンライクファウル・ディスクォリファイファウル・テクニカルファウルの場合はこれら
のファウルの処置を優先する。 

 

11-4 当該コーチに対する 2 回⽬(U12 では 3 回⽬)のマンツーマンペナルティ場合の処置 
11-4-1  違反内容の説明後、クルーチーフは当該チームのコーチにマンツーマンペナルティを宣する。この間、

アンパイアはコート内のプレーヤーを把握し、すぐにゲームが再開できるようにその場に待機させる。 
11-4-2  当該チームのコーチは失格退場となり、速やかにベンチを離れ、控室等のゲームが⾒えない場所

に移動しなければならない。 
11-4-3  当該チームのプレーヤーに説明が必要な場合、当該チームのアシスタントコーチ(U12 の場合、

アシスタントコーチまたは保護者代表者)が、スコアラーズテーブルの前に 5 ⼈のプレーヤーを集め、
簡潔に説明することができる。 
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原則として
ボールの保持が変わらなかった場合︓ゲームが⽌められた時にボールがあった場所から最も近いアウトオブバウンズでスローイン
それ以外の場合︓U15では相⼿チームのフロントコートのスローインライン、U12ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延
⻑線上）からのスローイン

修正前 修正後



5

修正内容 1-③ ⾚⾊旗の処置について、1回⽬と2回⽬以降の記載を区別

【内容】
→ 11-2,11-3

7 

11-2 1 回⽬の⾚⾊旗の場合の処置 
11-2-1  違反内容の説明後、クルーチーフは当該チームのコーチに 1 回⽬の⾚⾊旗であることを明確に

伝える。この間、アンパイアはコート内のプレーヤーを把握し、すぐにゲームが再開できるようにその
場に待機させる。 

11-2-2  当該チームのコーチは、プレーヤーに説明が必要な場合、スコアラーズテーブルの前に 5 ⼈のプレ
ーヤーを集め、簡潔に説明することができる。 

11-2-3  説明の後、ボールの保持が変わらなかった場合（アウトオブバウンズ、ディフェンス側のファウル、
ディフェンス側のキックボール）はゲームが⽌められた時にボールがあった場所から最も近いアウト
オブバウンズでスローインが与えられる。それ以外は相⼿チームのフロントコートのスローインライン
(U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上)からのスローインでゲーム
を再開する。 

 【補⾜】他の処置や罰則とマンツーマンペナルティが重複した場合は 14 条に記載。 
11-2-4  ゲームクロックがフリースローを伴うファウルで⽌まった場合、当該ファウルの罰則のフリースローを⾏

った後、相⼿チームのフロントコートのスローインライン（U12 ではスコアラーズテーブルの反対側
のセンターラインの延⻑線上）からのスローインにより、速やかにゲームを再開させる。 

11-2-5   ただし、アンスポーツライクファウル・ディスクォリファイファウルなど、フリースローの後にディフェンス側の  
ボール保持から再開するケースはファウルの処置を優先する。 

11-3 2 回⽬以降の⾚⾊旗の場合の処置 
11-3-1   違反内容の説明後、クルーチーフは当該チームのコーチにマンツーマンペナルティを宣する。この間、

アンパイアはコート内のプレーヤーを把握し、すぐにゲームが再開できるようにその場に待機させる。 
11-3-2  当該チームのコーチは、プレーヤーに説明が必要な場合、スコアラーズテーブルの前に 5 ⼈のプレ

ーヤーを集め、簡潔に説明することができる。 
11-3-3  説明の後、ボールの保持が変わらなかった場合（アウトオブバウンズ、ディフェンス側のファウル、

ディフェンス側のキックボール）はゲームが⽌められた時にボールがあった場所から最も近いアウト
オブバウンズでスローインが与えられる。それ以外は相⼿チームのフロントコートのスローインライン
(U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上)からのスローインでゲーム
を再開する。 

 【補⾜】他の処置や罰則とマンツーマンペナルティが重複した場合は 14 条に記載。 
11-3-4  ゲームクロックがフリースローを伴うファウルで⽌まった場合、当該ファウルの罰則のフリースローを⾏

った後、相⼿チームのフロントコートのスローインライン（U12 ではスコアラーズテーブルの反対側
のセンターラインの延⻑線上）からのスローインにより、速やかにゲームを再開させる。 

11-3-5  ただし、アンスポーツマンライクファウル・ディスクォリファイファウル・テクニカルファウルの場合はこれら
のファウルの処置を優先する。 

 

11-4 当該コーチに対する 2 回⽬(U12 では 3 回⽬)のマンツーマンペナルティ場合の処置 
11-4-1  違反内容の説明後、クルーチーフは当該チームのコーチにマンツーマンペナルティを宣する。この間、

アンパイアはコート内のプレーヤーを把握し、すぐにゲームが再開できるようにその場に待機させる。 
11-4-2  当該チームのコーチは失格退場となり、速やかにベンチを離れ、控室等のゲームが⾒えない場所

に移動しなければならない。 
11-4-3  当該チームのプレーヤーに説明が必要な場合、当該チームのアシスタントコーチ(U12 の場合、

アシスタントコーチまたは保護者代表者)が、スコアラーズテーブルの前に 5 ⼈のプレーヤーを集め、
簡潔に説明することができる。 

7 

11-2 1 回⽬の⾚⾊旗の場合の処置 
11-2-1  違反内容の説明後、クルーチーフは当該チームのコーチに 1 回⽬の⾚⾊旗であることを明確に

伝える。この間、アンパイアはコート内のプレーヤーを把握し、すぐにゲームが再開できるようにその
場に待機させる。 

11-2-2  当該チームのコーチは、プレーヤーに説明が必要な場合、スコアラーズテーブルの前に 5 ⼈のプレ
ーヤーを集め、簡潔に説明することができる。 

11-2-3  説明の後、ボールの保持が変わらなかった場合（アウトオブバウンズ、ディフェンス側のファウル、
ディフェンス側のキックボール）はゲームが⽌められた時にボールがあった場所から最も近いアウト
オブバウンズでスローインが与えられる。それ以外は相⼿チームのフロントコートのスローインライン
(U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上)からのスローインでゲーム
を再開する。 

 【補⾜】他の処置や罰則とマンツーマンペナルティが重複した場合は 14 条に記載。 
11-2-4  ゲームクロックがフリースローを伴うファウルで⽌まった場合、当該ファウルの罰則のフリースローを⾏

った後、相⼿チームのフロントコートのスローインライン（U12 ではスコアラーズテーブルの反対側
のセンターラインの延⻑線上）からのスローインにより、速やかにゲームを再開させる。 

11-2-5   ただし、アンスポーツライクファウル・ディスクォリファイファウルなど、フリースローの後にディフェンス側の  
ボール保持から再開するケースはファウルの処置を優先する。 

11-3 2 回⽬以降の⾚⾊旗の場合の処置 
11-3-1   違反内容の説明後、クルーチーフは当該チームのコーチにマンツーマンペナルティを宣する。この間、

アンパイアはコート内のプレーヤーを把握し、すぐにゲームが再開できるようにその場に待機させる。 
11-3-2  当該チームのコーチは、プレーヤーに説明が必要な場合、スコアラーズテーブルの前に 5 ⼈のプレ

ーヤーを集め、簡潔に説明することができる。 
11-3-3  説明の後、ボールの保持が変わらなかった場合（アウトオブバウンズ、ディフェンス側のファウル、

ディフェンス側のキックボール）はゲームが⽌められた時にボールがあった場所から最も近いアウト
オブバウンズでスローインが与えられる。それ以外は相⼿チームのフロントコートのスローインライン
(U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上)からのスローインでゲーム
を再開する。 

 【補⾜】他の処置や罰則とマンツーマンペナルティが重複した場合は 14 条に記載。 
11-3-4  ゲームクロックがフリースローを伴うファウルで⽌まった場合、当該ファウルの罰則のフリースローを⾏

った後、相⼿チームのフロントコートのスローインライン（U12 ではスコアラーズテーブルの反対側
のセンターラインの延⻑線上）からのスローインにより、速やかにゲームを再開させる。 

11-3-5  ただし、アンスポーツマンライクファウル・ディスクォリファイファウル・テクニカルファウルの場合はこれら
のファウルの処置を優先する。 

 

11-4 当該コーチに対する 2 回⽬(U12 では 3 回⽬)のマンツーマンペナルティ場合の処置 
11-4-1  違反内容の説明後、クルーチーフは当該チームのコーチにマンツーマンペナルティを宣する。この間、

アンパイアはコート内のプレーヤーを把握し、すぐにゲームが再開できるようにその場に待機させる。 
11-4-2  当該チームのコーチは失格退場となり、速やかにベンチを離れ、控室等のゲームが⾒えない場所

に移動しなければならない。 
11-4-3  当該チームのプレーヤーに説明が必要な場合、当該チームのアシスタントコーチ(U12 の場合、

アシスタントコーチまたは保護者代表者)が、スコアラーズテーブルの前に 5 ⼈のプレーヤーを集め、
簡潔に説明することができる。 
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修正内容 1-④ ⻩⾊旗は「警告」の意味に変更しているので修正

【内容】
→ 修正箇所多数
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修正内容

【修正の趣旨②】
1）明確にした⽅がわかりやすくなる点、再開時のショットクロックの設定を修正。
理由は、TOやレフリーにとってもわかりやすくなるようにした⽅がよいため。

2）競技規則改定による44条引⽤の修正（誤りの訂正）
【内容】
①スローインの位置を明確にする（11-3-4,11-4-4,11-4-5）

②クォーター開始時のスローインの位置を明確にする（12-2-2,12-2-4,12-3-3）

③⾚⾊旗処置後の再開時におけるショットクロックを通常のファウルと同じ対応へ（16-1-4）

④重⼤なファウルが起こった時の処置の順序について（14-1-2）

⑤競技規則44条の改訂による修正（ケース11）
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修正内容 2-①スローインの位置を明確にする

【内容】
（11-3-4,11-4-4,11-4-5）

7 

11-2 1 回⽬の⾚⾊旗の場合の処置 
11-2-1  違反内容の説明後、クルーチーフは当該チームのコーチに 1 回⽬の⾚⾊旗であることを明確に

伝える。この間、アンパイアはコート内のプレーヤーを把握し、すぐにゲームが再開できるようにその
場に待機させる。 

11-2-2  当該チームのコーチは、プレーヤーに説明が必要な場合、スコアラーズテーブルの前に 5 ⼈のプレ
ーヤーを集め、簡潔に説明することができる。 

11-2-3  説明の後、ボールの保持が変わらなかった場合（アウトオブバウンズ、ディフェンス側のファウル、
ディフェンス側のキックボール）はゲームが⽌められた時にボールがあった場所から最も近いアウト
オブバウンズでスローインが与えられる。それ以外は相⼿チームのフロントコートのスローインライン
(U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上)からのスローインでゲーム
を再開する。 

 【補⾜】他の処置や罰則とマンツーマンペナルティが重複した場合は 14 条に記載。 
11-2-4  ゲームクロックがフリースローを伴うファウルで⽌まった場合、当該ファウルの罰則のフリースローを⾏

った後、相⼿チームのフロントコートのスローインライン（U12 ではスコアラーズテーブルの反対側
のセンターラインの延⻑線上）からのスローインにより、速やかにゲームを再開させる。 

11-2-5   ただし、アンスポーツライクファウル・ディスクォリファイファウルなど、フリースローの後にディフェンス側の  
ボール保持から再開するケースはファウルの処置を優先する。 

11-3 2 回⽬以降の⾚⾊旗の場合の処置 
11-3-1   違反内容の説明後、クルーチーフは当該チームのコーチにマンツーマンペナルティを宣する。この間、

アンパイアはコート内のプレーヤーを把握し、すぐにゲームが再開できるようにその場に待機させる。 
11-3-2  当該チームのコーチは、プレーヤーに説明が必要な場合、スコアラーズテーブルの前に 5 ⼈のプレ

ーヤーを集め、簡潔に説明することができる。 
11-3-3  説明の後、ボールの保持が変わらなかった場合（アウトオブバウンズ、ディフェンス側のファウル、

ディフェンス側のキックボール）はゲームが⽌められた時にボールがあった場所から最も近いアウト
オブバウンズでスローインが与えられる。それ以外は相⼿チームのフロントコートのスローインライン
(U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上)からのスローインでゲーム
を再開する。 

 【補⾜】他の処置や罰則とマンツーマンペナルティが重複した場合は 14 条に記載。 
11-3-4  ゲームクロックがフリースローを伴うファウルで⽌まった場合、当該ファウルの罰則のフリースローを⾏

った後、相⼿チームのフロントコートのスローインライン（U12 ではスコアラーズテーブルの反対側
のセンターラインの延⻑線上）からのスローインにより、速やかにゲームを再開させる。 

11-3-5  ただし、アンスポーツマンライクファウル・ディスクォリファイファウル・テクニカルファウルの場合はこれら
のファウルの処置を優先する。 

 

11-4 当該コーチに対する 2 回⽬(U12 では 3 回⽬)のマンツーマンペナルティ場合の処置 
11-4-1  違反内容の説明後、クルーチーフは当該チームのコーチにマンツーマンペナルティを宣する。この間、

アンパイアはコート内のプレーヤーを把握し、すぐにゲームが再開できるようにその場に待機させる。 
11-4-2  当該チームのコーチは失格退場となり、速やかにベンチを離れ、控室等のゲームが⾒えない場所

に移動しなければならない。 
11-4-3  当該チームのプレーヤーに説明が必要な場合、当該チームのアシスタントコーチ(U12 の場合、

アシスタントコーチまたは保護者代表者)が、スコアラーズテーブルの前に 5 ⼈のプレーヤーを集め、
簡潔に説明することができる。 
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11-4-4  説明の後、ボールの保持が変わらなかった場合（アウトオブバウンズ、ディフェンス側のファウル、
ディフェンス側のキックボール）はゲームが⽌められた時にボールがあった場所から最も近いアウト
オブバウンズでスローインが与えられる。それ以外は相⼿チームのフロントコートのスローインライン
(U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上)からのスローインでゲーム
を再開する。 

11-4-5  ゲームクロックがフリースローを伴うファウルで⽌まった場合、当該ファウルの罰則のフリースローを⾏
った後、相⼿チームのフロントコートのスローインライン（U12 ではスコアラーズテーブルの反対側
のセンターラインの延⻑線上）からのスローインにより、速やかにゲームを再開させる。 

 
第 12 条 各クォーターの終了間際の処置について 
12-1 ルール 
12-1-1  各クォーターおよびオーバータイムの終了間際に違反⾏為が⽣じ、コミッショナーの旗(⾚⾊)が上

がり、そのままゲームクロックが⽌まらずに各クォーターが終了した場合、その警告および罰則はす
べて有効とする。 

12-2 第 1、第 2、第 3 クォーターの処置 
12-2-1  1 回⽬の⾚⾊旗の場合は、警告の処置を⾏った後、インターバルの計時を始める。 
12-2-2   次のクォーターは、マンツーマンペナルティの罰則として、U15 ではフロントコートのスローインライ

ン、U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上からのスローインで開始
するので、アローの向きは変えない。 

12-2-3  2 回⽬以降の⾚⾊旗の場合は、マンツーマンペナルティの処置を⾏った後、インターバルの計時
を始める。 

12-2-4   次のクォーターは、マンツーマンペナルティの罰則として、U15 ではフロントコートのスローインライ
ン、U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上からのスローインで開始
するので、アローの向きは変えない。 

12-3 第 4 クォーターおよびオーバータイムの処置 
12-3-1  マンツーマンペナルティの処置を⾏った後、状況に応じて対応する。トーナメント戦でフリースロー

を⾏っても勝敗に影響がない場合は、マンツーマンペナルティは記録するが、罰則を適⽤しないこ
ととする。 
※勝敗に影響がない場合 
① 第 4 クォーターまたは各オーバータイムの終了時において、得点の多いチームにフリースローが
与えられる場合 

② 第 4 クォーターまたは各オーバータイムの終了時において、得点の少ないチームにフリースロー
が与えられるが、得点差が 2 点以上離れている場合 

12-3-2  処置の結果、勝敗が明らかになった場合は、そのまま速やかにゲームを終了する。 
12-3-3  処置の結果、オーバータイムを⾏う場合は、処置を⾏った後、インターバルの計時を始め、次の

クォーターは、マンツーマンペナルティの罰則として、U15 ではフロントコートのスローインライン、
U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上からのスローインで開始する
ので、アローの向きは変えない。 

 
第 13 条 1 回⽬の⾚⾊旗でマンツーマンペナルティとなる場合 
13-1 ルール 
13-1-1  第 4 クォーターおよびオーバータイムにおいて、ゲームクロックが残り 2:00 以下で⽌まった際の警

告については、1 回⽬でもマンツーマンペナルティ（スコアシートへの記載＋フリースロー＋スロー
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11-4-4  説明の後、ボールの保持が変わらなかった場合（アウトオブバウンズ、ディフェンス側のファウル、
ディフェンス側のキックボール）はゲームが⽌められた時にボールがあった場所から最も近いアウト
オブバウンズでスローインが与えられる。それ以外は相⼿チームのフロントコートのスローインライン
(U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上)からのスローインでゲーム
を再開する。 

11-4-5  ゲームクロックがフリースローを伴うファウルで⽌まった場合、当該ファウルの罰則のフリースローを⾏
った後、相⼿チームのフロントコートのスローインライン（U12 ではスコアラーズテーブルの反対側
のセンターラインの延⻑線上）からのスローインにより、速やかにゲームを再開させる。 

 
第 12 条 各クォーターの終了間際の処置について 
12-1 ルール 
12-1-1  各クォーターおよびオーバータイムの終了間際に違反⾏為が⽣じ、コミッショナーの旗(⾚⾊)が上

がり、そのままゲームクロックが⽌まらずに各クォーターが終了した場合、その警告および罰則はす
べて有効とする。 

12-2 第 1、第 2、第 3 クォーターの処置 
12-2-1  1 回⽬の⾚⾊旗の場合は、警告の処置を⾏った後、インターバルの計時を始める。 
12-2-2   次のクォーターは、マンツーマンペナルティの罰則として、U15 ではフロントコートのスローインライ

ン、U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上からのスローインで開始
するので、アローの向きは変えない。 

12-2-3  2 回⽬以降の⾚⾊旗の場合は、マンツーマンペナルティの処置を⾏った後、インターバルの計時
を始める。 

12-2-4   次のクォーターは、マンツーマンペナルティの罰則として、U15 ではフロントコートのスローインライ
ン、U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上からのスローインで開始
するので、アローの向きは変えない。 

12-3 第 4 クォーターおよびオーバータイムの処置 
12-3-1  マンツーマンペナルティの処置を⾏った後、状況に応じて対応する。トーナメント戦でフリースロー

を⾏っても勝敗に影響がない場合は、マンツーマンペナルティは記録するが、罰則を適⽤しないこ
ととする。 
※勝敗に影響がない場合 
① 第 4 クォーターまたは各オーバータイムの終了時において、得点の多いチームにフリースローが
与えられる場合 

② 第 4 クォーターまたは各オーバータイムの終了時において、得点の少ないチームにフリースロー
が与えられるが、得点差が 2 点以上離れている場合 

12-3-2  処置の結果、勝敗が明らかになった場合は、そのまま速やかにゲームを終了する。 
12-3-3  処置の結果、オーバータイムを⾏う場合は、処置を⾏った後、インターバルの計時を始め、次の

クォーターは、マンツーマンペナルティの罰則として、U15 ではフロントコートのスローインライン、
U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上からのスローインで開始する
ので、アローの向きは変えない。 

 
第 13 条 1 回⽬の⾚⾊旗でマンツーマンペナルティとなる場合 
13-1 ルール 
13-1-1  第 4 クォーターおよびオーバータイムにおいて、ゲームクロックが残り 2:00 以下で⽌まった際の警

告については、1 回⽬でもマンツーマンペナルティ（スコアシートへの記載＋フリースロー＋スロー
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修正内容 2-②クォーター開始時のスローインの位置を明確にする

【内容】
（12-2-2,12-2-4,12-3-3）

8 

11-4-4  説明の後、ボールの保持が変わらなかった場合（アウトオブバウンズ、ディフェンス側のファウル、
ディフェンス側のキックボール）はゲームが⽌められた時にボールがあった場所から最も近いアウト
オブバウンズでスローインが与えられる。それ以外は相⼿チームのフロントコートのスローインライン
(U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上)からのスローインでゲーム
を再開する。 

11-4-5  ゲームクロックがフリースローを伴うファウルで⽌まった場合、当該ファウルの罰則のフリースローを⾏
った後、相⼿チームのフロントコートのスローインライン（U12 ではスコアラーズテーブルの反対側
のセンターラインの延⻑線上）からのスローインにより、速やかにゲームを再開させる。 

 
第 12 条 各クォーターの終了間際の処置について 
12-1 ルール 
12-1-1  各クォーターおよびオーバータイムの終了間際に違反⾏為が⽣じ、コミッショナーの旗(⾚⾊)が上

がり、そのままゲームクロックが⽌まらずに各クォーターが終了した場合、その警告および罰則はす
べて有効とする。 

12-2 第 1、第 2、第 3 クォーターの処置 
12-2-1  1 回⽬の⾚⾊旗の場合は、警告の処置を⾏った後、インターバルの計時を始める。 
12-2-2   次のクォーターは、マンツーマンペナルティの罰則として、U15 ではフロントコートのスローインライ

ン、U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上からのスローインで開始
するので、アローの向きは変えない。 

12-2-3  2 回⽬以降の⾚⾊旗の場合は、マンツーマンペナルティの処置を⾏った後、インターバルの計時
を始める。 

12-2-4   次のクォーターは、マンツーマンペナルティの罰則として、U15 ではフロントコートのスローインライ
ン、U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上からのスローインで開始
するので、アローの向きは変えない。 

12-3 第 4 クォーターおよびオーバータイムの処置 
12-3-1  マンツーマンペナルティの処置を⾏った後、状況に応じて対応する。トーナメント戦でフリースロー

を⾏っても勝敗に影響がない場合は、マンツーマンペナルティは記録するが、罰則を適⽤しないこ
ととする。 
※勝敗に影響がない場合 
① 第 4 クォーターまたは各オーバータイムの終了時において、得点の多いチームにフリースローが
与えられる場合 

② 第 4 クォーターまたは各オーバータイムの終了時において、得点の少ないチームにフリースロー
が与えられるが、得点差が 2 点以上離れている場合 

12-3-2  処置の結果、勝敗が明らかになった場合は、そのまま速やかにゲームを終了する。 
12-3-3  処置の結果、オーバータイムを⾏う場合は、処置を⾏った後、インターバルの計時を始め、次の

クォーターは、マンツーマンペナルティの罰則として、U15 ではフロントコートのスローインライン、
U12 ではスコアラーズテーブルの反対側のセンターラインの延⻑線上からのスローインで開始する
ので、アローの向きは変えない。 

 
第 13 条 1 回⽬の⾚⾊旗でマンツーマンペナルティとなる場合 
13-1 ルール 
13-1-1  第 4 クォーターおよびオーバータイムにおいて、ゲームクロックが残り 2:00 以下で⽌まった際の警

告については、1 回⽬でもマンツーマンペナルティ（スコアシートへの記載＋フリースロー＋スロー
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修正内容 2-③⾚⾊旗処置後の再開時におけるショットクロックを通常のファウルと同じ対応へ

【内容】
（16-1-4）

10 

-審判が笛を鳴らしたあと 
-クォーターやオーバータイムの終了を知らせるゲームクロックのブザーが鳴ったあと 
-ショットクロックのブザーが鳴ったあと 

 
■ボールコントロールが始まるとき (競技規則 2022 第 14 条「ボールコントロール」 14-1-1) 

14-1-1 チームコントロール(チームがボールをコントロールしていること)は、そのチームのプレーヤーがライブのボー
ルを持つかドリブルをしたとき、あるいはライブのボールを与えられたときに始まる。 

 
 
第 16 条 その他の処置 
16-1 ルール 
16-1-1  警告とタイムアウトの請求が重なった場合は、警告の処置の後、審判がタイムアウトを宣する。マ

ンツーマンペナルティの罰則が適⽤される場合は、タイムアウト終了後、フリースローとスローインで
再開する。 

16-1-2  基準規則違反によるマンツーマンペナルティは、コーチ⾃⾝のファウルとして記録し、チームファウル
に数えない。 

16-1-3  マンツーマンペナルティはスコアシートのコーチの欄に「M」と記録する。 
16-1-4  ショットクロックは、1 回⽬の⾚⾊旗の場合、ボールの保持が変わらずアウトオブバウンズでゲーム

が⽌まった場合は、警告の後、U12U15 ともにショットクロックは継続とする。ボールの保持が変
わらずそれ以外の場合（ディフェンスファウル、ディフェンス側のキックボール）は、U15 ではスロー
インがバックコートからの場合、ショットクロックは 24 秒へリセット、スローインがフロントコートでショ
ットクロックが 14秒以下の場合は 14 秒へリセットする。スローインがフロントコートでショットクロッ
クが 14 秒以上の場合は継続とする。U12 ではスローインの場所を問わず、24 秒へリセットす
る。これ以外の場合は U15 では 14 秒、U12 では 24 秒にリセットする。 

16-1-5  マンツーマンペナルティによる失格退場は規律案件としない。 
16-1-6  マンツーマンペナルティ(M)とテクニカルファウル(C・B)との合算による失格退場は設定しない。 
16-1-7  ボールのコントロールが変わったときに、何らかの理由でゲームを⽌めることができなかった場合、

次にボールがデッドになるまでの間に起きたプレーは無効とするが、テクニカルファウル、アンスポー
ツマンライクファウル、ディスクォリファイングファウルについては無効とはせず、罰則の処置を⾏う。  
処置を⾏った後は、ゲームクロックをボールのコントロールが変わった時点まで戻してゲームを再開
する。 
【補⾜】 ゲーム再開時のゲームクロックの時間は、マンツーマンコミッショナーの意⾒を参考として、 
クルーチーフが最終的な判断を下す。（競技規則第 46 条 46-11 に基づく処置） 

 
第 3 節 マンツーマンコミッショナー 
第 17 条 マンツーマンコミッショナーの任務 
17-1 任務 
17-1-1  ゲーム中は⼤会主催者が任命したマンツーマンコミッショナーが、マンツーマンディフェンスを監督・

管理し、マンツーマンディフェンスの基準規則違反の判断・判定を⾏う。 
17-1-2  マンツーマンコミッショナーを配置しないゲームであっても、マンツーマンディフェンスの基準規則に基

づいて実施されるが、違反の判断はマンツーマンコミッショナーの任務であり、審判やテーブルオフ
ィシャルの児童・⽣徒などが判断するものではない。 

17-2 留意点 
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赤旗1回目 赤旗2回目・３回目
TO席の前でコーチに説明 TO席の前でコーチに説明

状況 チームBのHCにマンツーマンペナルティ

アウトオブバウンズ
AチームのMPフリースロー１本
Aチームのスローイン
（事象の起こった近い位置から）

Bチームのファウル
AチームのMPフリースロー１本
Aチームのスローイン
（事象の起こった近い位置から）

Bチームのキックボール
AチームのMPフリースロー１本
Aチームのスローイン
（事象の起こった近い位置から）

Bチームのスティール
（ケース１，３）

Bチームのディフェンス
リバウンド（ケース１）

Aチームが得点した場合（ケース５）

Aチームの バイオレーション

Aチームのファウル
　　（ケース３，６）

ジャンプボールシチュエーション
（ケース４）※１

Bチームのショット動作中のファウル
（ケース２）

Aチームのフリースロー
                          （リバウンダーなし）
Aチームのスローイン

Aチームのフリースロー
                         （リバウンダーなし）
AチームのMPフリースロー１本
Aチームのスローイン

Aチームのショット～リバウンド時A
チームのファウル（チームAのファウ
ル５回目以上の場合）

Bチームのフリースロー
                           （リバウンダーなし）
Aチームのスローイン

Bチームのフリースロー
                         （リバウンダーなし）
AチームのMPフリースロー１本
Aチームのスローイン

アンスポーツマンライクファウル
（UF)
ディスクォリファイファウル（DQ)

DQ/UFのファウルの処置を優先し、ルールに沿った
スローインで再開※２

AチームのMPフリースロー１本
DQ/UFのファウルの処置を優先し、ルールに沿っ
たスローインで再開

オフェンス側をAチーム、ディフェンス側をBチーム　とする。

※２：マンツーマンペナルティの処置を行わないが、マンツーマンペナルティの警告を取り消すものではない。
（JBAマンツーマン推進プロジェクト　基準規則より）

マンツーマンディフェンスの基準規則　U15版　（２０２２年度改訂・２０２３年度施行）

再開時の２４秒計

左：残り１５秒以上
右：残り１４秒以下

継続

※１：ジャンプボールシチュエーションを無効とし、アローが示すスローインの権利を行使せずにスティールと同様に処理する。
　　理由として、ジャンプボールシチュエーションになったのはイリーガルなディフェンスが引き起こしたことと考えるため

赤旗が上がった際の対応

ボ
ー
ル
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が

変
わ
ら
な
い

Aチームのスローイン
（事象の起こった近い位置から）

２４秒 １４秒

ボ
ー
ル
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が

変
わ
る

Aチームのスローイン
（相手チームのフロントコートのスローインラインか
らスローイン）

AチームのMPフリースロー１本
Aチームのスローイン
（相手チームのフロントコートのスローインライ
ンからのスローイン）

そ
の
他

１４秒
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⾚⾊旗適⽤時の再開⽅法 
＜U15版＞ 

 

 

 

  

⾚⾊旗1回⽬ ⾚⾊旗2回⽬以降
TO席の前でコーチに説明 TO席の前でコーチに説明

チームBのHCにマンツーマンペナルティ

アウトオブバウンズ 継続 継続

Bチームのファウル

Bチームのキックボール

Bチームのスティール
（ケース１，３）
Bチームのディフェンス
リバウンド（ケース１）
Aチームが得点した場合
（ケース５）

Aチームの バイオレーション

Aチームのファウル
  （ケース３，６）
ジャンプボールシチュエー
ション（ケース４）※１

ショット動作中のファウル
（ケース２）

Aチームのフリースロー
（リバウンダーなし）
+Aチームのスローイン

Aチームのフリースロー
（リバウンダーなし）
+AチームのMPフリースロー１本
+Aチームのスローイン

Aチームのショット〜リバウ
ンド時Aチームのファウル
（チームAのファウル５回⽬
以上の場合）

Bチームのフリースロー
（リバウンダーなし）
+Aチームのスローイン

Bチームのフリースロー
（リバウンダーなし）
+AチームのMPフリースロー１本
+Aチームのスローイン

アンスポーツマンライクファ
ウル（UF)
ディスクォリファイファウル
（DQ)

DQ/UFのファウルの処置を優先し、
ルールに沿ったスローインで再開※２

AチームのMPフリースロー１本
+DQ/UFのファウルの処置を優先し、
ルールに沿ったスローインで再開

オフェンス側をAチーム、ディフェンス側をBチーム とする。

※２：マンツーマンペナルティの処置を⾏わないが、マンツーマンペナルティの警告を取り消すものではない。
（JBAマンツーマン推進プロジェクト 基準規則より）

マンツーマンディフェンスの基準規則 ⾚⾊旗が上がった際の対応 U15版 （2025年度施⾏）

左：バックコート
右：フロントコート

※１：ジャンプボールシチュエーションを無効とし、アローが⽰すスローインの権利を⾏使せずにスティールと同様に処理する。
  理由として、ジャンプボールシチュエーションになったのはイリーガルなディフェンスが引き起こしたことと考えるため

ボ
!

ル
の
コ
ン
ト
ロ
!

ル
が

変
わ
ら
な
い

Aチームのスローイン
（ゲームが⽌められた時にボールがあっ
た場所から最も近いアウトオブバウンズ
からスローイン） 24秒

14秒以下：14秒
14秒以上：継続

ボ
!

ル
の
コ
ン
ト
ロ
!

ル
が

変
わ
る

Aチームのスローイン
（相⼿チームのフロントコートのスロー
インラインからスローイン）

AチームのMPフリースロー１本
＋Aチームのスローイン
（相⼿チームのフロントコートのス
ローインラインからのスローイン）

そ
の
他

１４秒

AチームのMPフリースロー１本
＋Aチームのスローイン
（ゲームが⽌められた時にボールが
あった場所から最も近いアウトオブバ
ウンズからスローイン）

再開時の24秒計
状況

修正前 修正後
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修正内容 2-④重⼤なファウルが起こった時の処置の順序について

【内容】
（14-1-2）

9 

イン）とする。 
13-1-2  マンツーマンコミッショナーが意図的なイリーガルディフェンスであると認めた場合は、どの時間帯に

おいても、1 回⽬の⾚⾊旗でマンツーマンペナルティとすることができる。この場合は、⻩⾊旗(警
告)を省略することもできる。 

 
第 14 条 他の処置や罰則とマンツーマンペナルティが重複した場合 
14-1 ルール 
14-1-1  他の処置や罰則とマンツーマンペナルティが重複した場合は、他の処置や罰則を競技規則に則

って処置し、最後にマンツーマンペナルティの処置をする。 
14-1-2  マンツーマンペナルティの罰則が適⽤される前に、別のテクニカルファウル、アンスポーツマンライクフ

ァウル、ディスクォリファイングファウルが宣せられた場合は、テクニカルファウルの処置を⾏った後、マ
ンツーマンペナルティの罰則を適⽤する。マンツーマンペナルティの罰則の処置を⾏い、テクニカル
ファウル、アンスポーツマンライクファウル、ディスクォリファイングファウルの処置を⾏ってゲームを再開
する。 

14-1-3  マンツーマンペナルティの罰則は、競技規則第 42 条『特別な処置をする場合』の対象外とする。 
 
第 15 条  ⾚⾊旗が上がったときの対応 
15-1 対応 
15-1-1   マンツーマンコミッショナーは、⾚⾊旗が上げられた後、最初にゲームクロックが⽌まったとき（スローイ

ンするプレーヤーがボールを持っている状態も含む）、またはボールのコントロールが変わったときに、
マンツーマンコミッショナーはブザーを鳴らしてクルーチーフを呼ぶ。ブザーを鳴らすタイミングが遅れてし
まっても、必ず鳴らしてクルーチーフに伝えること。 

15-1-2   テーブルオフィシャルズのタイマー担当者は、ホイッスル・ブザー等が鳴った際は同時にゲームクロックを
⽌める。 

15-1-3  オフェンス側チームがリバウンドを獲得したときは、チームコントロールが続き、得点の機会が継続して
いるためゲームは⽌めない。 

15-1-4  オフェンス側チームが得点したときは、得点を認め、ゲームを⽌める。 
15-1-5  ディフェンス側チームがリバウンドやスティールなどでボールを獲得したときは、ゲームを⽌める。 
15-1-6  審判が笛を鳴らしたときは、ゲームを⽌める。ファウルの場合は審判のレポートが終わってからブザー

を鳴らす。 

【参考】ボールのコントロールについて 
■ボールがデッドになるとき(競技規則 2022 第 10 条「ボールのステータス(状態)」 10-3) 

10-3 ボールは次のときにデッドになる︓ 
・フィールドゴールあるいはフリースローが成功したとき 
・ボールがライブで審判が笛を鳴らしたとき 
・フリースローでボールがバスケットに⼊らないことが明らかになり、その後︓ 
-フリースローが続くとき 
-別の罰則(フリースローやポゼッション)があるとき 

・クォーターやオーバータイムの終了を知らせるゲームクロックのブザーが鳴ったとき 
・チームがボールをコントロールしている間にショットクロックのブザーが鳴ったとき 
【補⾜】ただし、ショットクロックのブザーが誤って鳴ったときは除く。 

・ショットされたボールが空中にある間に次のいずれかが起こった後で、どちらかのチームのプレーヤーがボー 
ルに触れたとき︓ 

-�

�

]Ǳð[J`Tƌ÷VJj/�

	
�
� Ǜ 	.Ǜ 
.Ǜ ( {v³�³Zçǰ�

	
�
�	� 	 ēǆȖČZĜć[.ȖČZçǰnǽQNŋ.r±�³�®ZȊƅnħdj/�

	
�
�
� ƛZ{v³�³[ɗ¤±�³¤± �®�qZ�°³r±?hȽħJjZU.p°³ZĊA[

ğ=X;/�

	
�
�(� 
 ēǆÆɁZȖČZĜć[.¤±�³¤± �®�qZçǰnǽQNŋ.r±�³�®ZȊƅ

nħdj/�

	
�
�)� ƛZ{v³�³[¤±�³¤± �®�qZ�°³r±?hȽħJjZU.p°³ZĊA[ğ

=X;/�

	
�(� Ǜ ) {v³�³>g]w³�³�r¦Zçǰ�

	
�(�	� 	 ēǆZȖČZĜć[.MZaaȪf?Y~³¦nǣ¾H.ŏȂYŐIT~³¦ǣ¾ŋYńȏ�

����������³¦Z�³�YĵHTȳăäınË=j/�

	
�(�
� 
 ēǆÆɁZȖČZĜć[.¤±�³¤± �®�qZçǰnǽQNŋ.ƷƣYŐITĵŐJ

j/�³�§±�ŚU�³�°³nǽQTeúźYŇɌ@X;Ĝć[.¤±�³¤± �®

�q[ȋȻJj@.ǱðnȴƾHX;FVVJj/�

9úźYŇɌ@X;Ĝć�

D�Ǜ ) �w�aN[ĆłȼƅɂZǣ¾ƅY>;T.ŎưZġ;�³¦Y�³�°³@¸

=hkjĜć�

(�Ǜ ) �w�aN[ĆłȼƅɂZǣ¾ƅY>;T.ŎưZĸX;�³¦Y�³�°³@

¸=hkj@.Ŏưĺ@ 
�ưÆµɈkT;jĜć�

	
�(�(� çǰZǦƑ.úź@Ƅh?YXQNĜć[.MZaaȪf?Y~³¦nǣ¾Jj/�

	
�(�)� çǰZǦƑ.w³�³�r¦nǽ<Ĝć[.çǰnǽQNŋ.r±�³�®ZȊƅnħd.ƛ

Z{v³�³[¤±�³¤± �®�qZ�°³r±?hȽħJjZU.p°³ZĊA[ğ=

X;/�

�

Ǜ 	( Ə�	 ēǆZȖČU¤±�³¤± �®�qVXjĜć�

	(�	� �®³®�

	(�	�	� Ǜ�)�{v³�³>g]w³�³�r¦Y>;T.~³¦{°�{@ƞi 
/�� Æ¶UƜaQN

ɆZȖČYR;T[.	�ēǆUe¤±�³¤± �®�qɔ��p�³�_Zȋȣɖ�³�

°³ɖ�°³r±ɕVJj/�

	(�	�
� ¤±�³¤±�¥��«�³@ŔĖǃXr³y®�q�t±�U:jVȐdNĜć[.WZ

ƅȾļY>;Te.	�ēǆZȖČU¤±�³¤± �®�qVJjFV@UAj/FZĜć[.

1ɓǻ�ƥŔ	2ZƁnǉǁJjFVeUAj/�

�

Ǜ 	) Ə�ÄZçǰfǱðV¤±�³¤± �®�q@ȹȁHNĜć�

	)�	� ®³®�

	)�	�	� ÄZçǰfǱðV¤±�³¤± �®�q@ȹȁHNĜć[.ÄZçǰfǱðnǙşȄðYð

QTçǰH.ƊŋY¤±�³¤± �®�qZçǰnJj/�

	)�	�
� ¤±�³¤± �®�qZǱð@ȴƾGkjñY.íZ�{�x®�os®@įLhkNĜć

[.�{�x®�os®ZçǰnǽQNŋ.¤±�³¤± �®�qZǱðnȴƾJj/�

	)�	�(� ¤±�³¤± �®�qZǱð[.ǙşȄðǛ�)
�Ə3ƶíXçǰnJjĜćQZĵȘĠVJ

j/�

�

Ǜ 	 Ə�1Ȝǻ�ȖČ	2ZƁ@µ@QNVAZĵŐ�

	�	� ĵŐ�

	�	�	� ¤±�³¤±�¥��«�³[.1Ȝǻ�ȖČ	2ZƁ@µEhkNŋ.ƊëY~³¦{°�{

修正前 修正後



12

修正内容 2-⑤競技規則44条の改訂による修正

【内容】
（ケース11）

18 

【ケース 9】 
・ チーム B に⾚⾊旗が挙げられていて、攻防が切り替わったが、試合を⽌めることができずにチーム B がショ 

ットを⾏い得点となった際にチーム A のプレーヤーがアンスポーツマンライクファウル（DQ、TF の重⼤なファ 

ウル）をした場合の処置について、得点を認めるか。 

・ 重⼤なファウル（TF、DQ、UF）は 16-1-7 の通り適⽤するが、得点は認めない。 

→ 理由として、ゲームは攻防が切り替わった時点で⽌まっているとするため。ただし、16-1-7 の通り重⼤ 

なファウルについては取り扱うこととしている。 

→ アンスポーツマンライクファウルの罰則の処置を⾏い、処置を⾏った後は、ゲームクロックをボールのコント 

ロールが変わった時点まで戻してゲームを再開する。 

 

【ケース 10】 

・ ルール改正に伴い、ゲーム終了時と同時のフリースローの考え⽅について。 

ルール改正は 

→ 時間内に起こったと判断した場合、審判が 0.1 秒以上残してフリースローで再開。 

→ 時間外に起こったと判断した場合、クォーター終了。 

マンツーマンルールは 

→ 違反が起こったままクォーターが終了することはあるので、この考え⽅は変わっていない。 

よって 12-3-2〜4 はこれまで同様に対応する。 

 

【ケース 11】 
・ マンツーマンペナルティの処置において、与えてはいけないフリースローを与えた時、与えるべきフリースローを

与えなかった時について 

→ 競技規則第 44 条（44-3、44-4）に従い、処置を⾏う。 

※特に 44-3-1 には注意をしてください。 

 １）４Q の残り 2分になるまでは、今回(2025 年４⽉)のルール改正で、誤りに気がついた時点での訂

正が可能になった。 

 ２）４Q の残り 2分以下では、2024年までのルールと同様に、誤りに気が付いたあと、次にボ ールがラ

イブとなるまでに訂正できなければ、その後の訂正はできない。 

 

【ケース 12】 
・ スローインの際にイリーガルなディフェンスが起こった場合のゲームを⽌める処置について 

（コート内のプレーヤーがボールに触れる前の状況を①、コート内のプレーヤーがボールに触れた後の状況を 

②とする） 
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